
ハローワークでは、お仕事をお探しの方が来所しなくても、お手元のパソ
コンやスマートフォンを利用して、ご自宅などから職業相談・紹介などの
サービスが受けられるよう、オンラインによるサービスの拡充を進めており、
一部のハローワークで実施している平日夜間及び土曜日の職業相談について
は、令和６年３月26日（火）から、以下のとおり変更となります。

千葉労働局・ハローワーク

ハローワークをご利用の皆さまへ

●月 ･水 ･金曜日 ･ 1 0 : 1 5 ～ 1 9 : 0 0

●火 ･木曜日 ･ ･ 1 0 : 1 5 ～ 1 7 : 4 5 ※ 1 7 : 4 5～ 1 9 : 0 0 ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 相談 (予約制 )

●第 2 ･ 4 土曜日 ･ ･ 1 0 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 ※来所相談及び ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 相談 (予約制 )

ハローワーク市川

（注）オンライン相談については、県内各ハローワークにおいても開庁時間内で
実施していますので最寄りのハローワークにお問い合わせください。

ハローワーク船橋ハローワーク松戸

ハローワークプラザ市原（ハローワーク千葉南マザーズコーナーを含む）

以下の施設で行っていた、平日夜間及び土曜の相談業務・電話相談業務は、令和６年３月
25日をもって終了となります。

令和６年３月２６日からの変更内容

平日夜間・土曜開庁を終了する施設

※ ハローワークプラザ市原(ハローワーク千葉南マザーズコーナーを含む)は木曜閉庁から土曜閉庁に変わります。

平日夜間開庁を一部縮小する施設

マザーズハローワークちば

以下の施設による平日夜間の相談業務は、令和６年３月２６日から次のとおり一部縮小となります。

月 ･ 水 ･ 金 1 0 : 1 5 ～ 1 9 : 0 0
火 ･ 木 1 0 : 1 5 ～ 1 7 : 4 5

平日夜間開庁を継続実施する施設

以下の施設の平日夜間開庁は引き続き継続実施します。

ジョブパーク柏（ハローワークプラザ柏・柏わかものハローワーク） 月～金 1 0 : 1 5 ～ 1 9 : 0 0

平日夜間・土曜日の開庁時間とサービスが変わります

千葉新卒応援ハローワーク

ハローワークプラザちば


